
入札要領 

（敦賀市学校給食センター学校給食配送業務委託） 

 

 

１ 目的 

 本入札要領は、「敦賀市学校給食センター学校給食配送業務委託」につい

て、一般競争入札（事後審査方式）により契約の相手方を決定するため、必要

な事項を定めるものである。 

 

２ 入札に付する事項 

 本入札に付する事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 件 名 敦賀市学校給食センター学校給食配送業務委託 

案件番号 車両 配送対象校 

１ １号車～４号車 

敦賀西小学校、敦賀南小学校、中央小学

校、中郷小学校、粟野小学校、粟野南小学

校、黒河小学校、粟野中学校 

２ ５号車～８号車 

角鹿小学校、松原小学校、沓見小学校、東

浦小学校、気比中学校、角鹿中学校、松陵

中学校、東浦中学校 

 ⑵ 業務内容 別紙仕様書のとおり 

 ⑶ 履行場所 敦賀市内指定場所 

 ⑷ 履行期間 令和９年８月１日から令和１４年７月３１日まで 

        ※債務負担行為に基づく長期継続契約 

 ⑸ 入札方式 一般競争入札（事後審査型） 

 ⑹ 最低制限価格の設定 無 

 

３ 入札参加資格要件 

 入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

 ⑵ 令和７・８年度 敦賀市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されてい

ること。 

 ⑶ 入札公告日から入札日までの間において、福井県及び敦賀市において指

名停止又は指名除外の期間中でないこと。 

 ⑷ 敦賀市内又は近隣市町に営業拠点を有すること。 

 ⑸ 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）の規定に基づく一般貨



物自動車運送事業の許可を受け、当該事業を３年以上営業継続しているこ

と。 

 ⑹ 食料品（加工品を含む。）の輸送を行った実績を有すること。 

 ⑺ 本業務を適正に履行できる人員及び車両を確保できること。 

 

４ 入札スケジュール 

 ⑴ 仕様書等閲覧 令和８年２月２５日（水）～令和８年３月１０日（火） 

 ⑵ 質問の受付  令和８年２月２６日（木）～令和８年３月 ４日（水） 

 ⑶ 回答の公表  随時公開～令和８年３月１０日（火） 

 ⑷ 入札・開札  令和８年３月１１日（水） 

 ⑸ 入札参加資格確認申請書提出 

          令和８年３月１２日（木）まで 

 

５ 仕様書等を示す場所及び期間 

 ⑴ 配布期間 令和８年２月２５日（水）～令和８年３月１０日（火） 

 ⑵ 配布方法 敦賀市ホームページ（https://www.city.tsuruga.lg.jp/）

からダウンロードすること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

 ⑴ 提出書類 質問書（様式第３号） 

 ⑵ 受付期間 令和８年２月２６日（木）～令和８年３月４日（水） 

 ⑶ 提出先  教育委員会事務局学校教育課 

 ⑷ 提出方法 電子メール 

        （「20 入札に関する担当部署」のメールアドレスに同じ。）

タイトルは「学校給食配送入札質問（事業者名）」とするこ

と。 

 ⑸ 回答   令和８年３月１０日（火）までに敦賀市ホームページで随時

公開する。質問者に対しては、質問書を提出したメールアド

レスに回答を送付する。なお、質問に対する回答は、本要領

及び仕様書を補足する。 

 

７ 資本的関係又は人的関係のある者の入札参加の制限 

 入札に参加を希望する者のうち、資本的関係又は人的関係のある者同士は、

いずれか１者しか同じ案件番号の入札に参加することができない。 

 

８ 入札執行の日時及び場所 

 ⑴ 入札日時 令和８年３月１１日（水）午前９時００分から案件番号順 



案件番号 車両 入札開始時間 

１ １号車～４号車 午前９時００分 

２ ５号車～８号車 午前９時１５分 

 ⑵ 入札場所 敦賀市役所 ３階 ３０２会議室 

 ⑶ 集合   参加を希望する案件番号の入札開始時間までに入札会場に入

室すること。入札会場には、参加者本人又はその代理人以外

の者で１名しか入室ができない。 

 ⑷ その他  入札の開始時間に遅れた場合は、原則その入札に参加するこ

とができない。ただし、直前の入札の終了時間が次の入札開

始時間を超えたときは、この限りではない。 

 

９ 入札心得 

 入札に参加する者は、別記「入札心得」を熟読し、承諾の上参加するものと

する。 

 

10 入札の方法 

 ⑴ 入札書 指定の入札書（様式第１号）において入札を行う。 

       必要事項を記載、押印し、【敦賀市学校給食センター学校給食

配送業者委託一般競争入札 案件番号（１又は２）番 入札書

在中】と記載した封筒に入れ、封をした後に該当部分３か所に

割印をして提出すること。 

       入札書は１案件につき１枚作成し、案件ごとに１封筒に入れる

こと。また、案件番号を封筒の表に記載すること。 

       入札者は、いかなる理由があっても、提出後の入札書の書換

え、引換え、取消し又は撤回をすることができない。 

 ⑵ 委任状 代理人により入札をする場合は、代理人は、入札書を提出する

前に委任状（様式第２号）を提出すること。なお、同じ代理人

が複数の入札に参加する場合は、初回の入札書を提出する前に

委任状を提出すること。 

 ⑶ 入札書に記載する金額 

       金額は、履行期間全体に係る総額とする。入札書に記載された

金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（加算後の金額に１円未満の端数がある場合は、その端数を

切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、消費税及び地

方消費税を含まない金額を記載すること。 

 ⑷ その他 入札書及び入札用封筒に押印した印章（代理人が入札する場合

は、委任状に押印した代理人の印章）を持参すること。 



 

11 無効な入札 

 次のいずれかに該当する入札は無効とする。落札決定後、又は契約締結後に

その事実が判明した場合も同様とする。 

 ⑴ 入札参加資格を有しない者のした入札 

 ⑵ 一の案件について、同一の者がした二以上の入札 

 ⑶ 入札者の記名・押印のない入札 

 ⑷ 入札書に記載の案件番号又は金額を訂正した入札 

 ⑸ 執行中の案件番号と異なる案件番号の入札、又は誤字、脱字等により判

読できずに入札者の意思表示が不明確である入札 

 ⑹ 入札の際、談合その他不正の行為をした者の入札 

 ⑺ ファックス、電子メール等により原本以外の入札書を提出した入札 

 ⑻ 摩擦熱や消しゴム等、容易に消すことができる筆記具で記載された入札 

 ⑼ 同一案件に対して提出した資本的関係又は人的関係のある者の入札 

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか敦賀市財務規則（昭和５５年敦賀市規則第４

号）第１１７条各号のいずれかに該当する入札 

 

12 入札回数 

 ⑴ 入札回数は、案件ごとに２回までとする。 

 ⑵ 提出されたすべての入札書の金額が、敦賀市が設定する予定価格を上回

った場合、再度入札を行う。これは、１回目の開札後、直ちに行うものと

する。また、２回目の入札は、辞退することができる。 

 ⑶ １回目の入札で「11 無効な入札」の各事項に抵触した入札を行った者

は、２回目の入札に参加することはできない。 

 

13 入札保証金及び契約保証金 

 入札保証金及び契約保証金は、敦賀市財務規則第１０８条から第１１２条ま

で及び第１３１条から第１３４条までの規定に基づき、取り扱うものとする。 

 

14 落札候補者の決定 

 ⑴ 敦賀市が設定する予定価格以下で、最低の金額を入札した者を落札候補

者に決定する。 

 ⑵ 落札候補者となるべき同額の入札をした者が２人以上のときは、「く

じ」で落札候補者を決定する。落札者候補は、その権利を他者に譲渡でき

ない。 

 

15 入札参加資格の確認（事後審査） 



 ⑴ 本入札は事後審査方式により実施するため、入札時点では入札参加資格

確認書類の提出は要しない。 

 ⑵ 落札候補者は、次に掲げる書類を提出するものとし、入札参加資格の確

認を受けなければならない。当該候補者が入札参加資格審査において適格

と認められた場合に、落札者として決定する。なお、期限までに申請書を

提出しない者又は確認を受けられなかった者の行った入札は無効とする。 

  ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式第４号） 

  イ 営業拠点状況調書（様式第５号） 

  ウ 一般貨物自動車運送事業許可状況調書（様式第６号） 

  エ 業務履行実績調書（様式第７号） 

  オ 配置予定人員調書（様式第８号） 

  カ 車両保有（又は確保）状況調書（様式第９号） 

  キ その他、市が必要と認める書類 

  ※ 複数案件の入札参加資格確認申請書の提出は、１法人につき１通とす

る。一般競争入札参加資格確認申請書（様式第４号）にある案件番号欄

に丸を記載すること。 

  ※ 提出書類に不備がある場合で、提出期限までに不備が解消されないと

きは、参加資格確認申請がなかったものとして取り扱うので注意するこ

と（既に提出済の書類は返却するものとする。）。 

  ※ 提出書類は返却しない。 

 ⑶ 提出期限 令和８年３月１２日（木）の午後５時１５分まで 

 ⑷ 提出先  教育委員会事務局学校教育課 

        （「20 入札に関する担当部署」の住所に同じ。） 

 ⑸ 提出方法 持参又は郵送 

 ⑹ 資格審査の結果、入札参加資格を満たしていないと認めた場合は、当該

落札候補者の入札を無効とし、次順位者を新たな落札候補者として、同様

の審査を行う。 

 

16 入札参加資格の審査 

 提出された書類により審査を行う。なお、次のような場合は全て無効とす

る。 

 ⑴ 15 に掲げる提出書類に虚偽の記載や間違いがあったとき。 

 ⑵ 申込資格や指示事項等に違反したとき。 

 ⑶ 不正等が判明したとき。 

 

17 入札の変更等 

 入札者が、不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行す



ることができないと認められるときは、当該入札者の入札の不参加又は入札の

執行を延期若しくは中止することができる。 

 

18 契約の締結 

 ⑴ 落札者となった者は、落札の通知を受けた日から５日以内に、別途指示

するところにより契約を締結しなければならない。 

 ⑵ 落札者となった者が、正当な理由なくして指定する期日までに契約の締

結に応じない場合は、落札者の決定を取り消す。 

 ⑶ 本契約の締結及び履行に関して、必要な一切の費用は落札者の負担とす

る。 

 

19 その他 

 ⑴ 本要領に定めのない事項については、関係法令及び敦賀市財務規則の定

めによる。 

 ⑵ 入札参加者は、公告、本要領及び仕様書の内容を十分に理解した上で入

札に参加すること。 

 

20 入札に関する担当部署 

 敦賀市教育委員会事務局 学校教育課 学校給食推進室 

 住所   〒９１４－８５０１ 

      敦賀市中央町２丁目１番１号（敦賀市役所 ３階） 

 電話番号 ０７７０－２２－８１４９ 

 電子メールアドレス k-gakkou@ton21.ne.jp 



別記 

入札心得 

 

１ 入札書は、所定の手続により指定された時刻までに提出しなければならな

い。 

 

２ 代理人が入札しようとするときは、入札者の委任状を持参し、入札開始前

に入札執行者に提出しなければならない。 

 

３ 入札者は、次の者に入札の行為を代理人として委任することはできない。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者 

 ⑵ 法人企業の場合は、その役員及び使用人以外の者 

 ⑶ 個人企業の場合は、入札執行者が入札者を代理するに足りると認めた以

外の者 

 

４ 入札者（入札代理人を含む。以下同じ。）は、時限後の入札又は提出した

入札書の引換え、変更若しくは取消しをすることができない。 

 

５ 予定価格の範囲内の額の入札がないときは、再度の入札を行うことがあ

る。この場合における入札回数は、初回を合わせて２回を限度とし、次の各

号の一に該当する入札を行った者は、再度の入札に参加させない。ただし、

設計額を事前公表した場合においては、これを超える金額をもって行った入

札は無効とする。 

 ⑴ 入札無効の各事項に抵触した入札 

 ⑵ 最低制限価格又は失格基準価格が設けられているときは、これに満たな

い金額をもって行った入札 

 

６ 入札者は、入札が終了するまでは、入札執行者の指定する場所において待

機し、無断でその場所を離れてはならない。 

 

７ 入札者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法

律第５４号)等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

８ 入札者が連合し、又は不正の行為を行う等により入札を公正に執行するこ

とができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入

札の執行を取りやめることがある。 

 

９ 落札者の契約をなすべき期限は、落札決定の通知を受けた日から５日以内

とする。 


